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告

示

公

告

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

請
戸
加
入
区
の
指
定
漁
船
所
有
者
か
ら
、
そ
の
所
有
す
る
指
定
漁
船
の
全
部
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す

べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(
水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

長
峰
地
区
に
係
る
県
営
の
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し

た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
七
月
七
日
か
ら

同

月
二
十
六
日
ま
で(

二
十
日
間)

三

縦
覧
の
場
所

西
白
河
郡
矢
吹
町
役
場
及
び
同
郡
泉
崎
村
役
場

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
六
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
し
ま
飛
行
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

斎
藤

喜
章

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
北
沢
又
字
日
行
壇
七
番
地
の
四
十
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ス
カ
イ
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
、
ス
カ
イ
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
普
及
育
成
及
び
振
興
並

び
に
文
化
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
不
特
定
多
数
の
住
民
に
対
し
て
ス
カ
イ
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し

み
航
空
文
化
を
享
受
で
き
る
環
境
の
整
備
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

(

文
化
振
興
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)
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